
 

 

 

 

 

県営繕課との意見交換会について 
 

 

 

 

 

日時 平成３０年１１月７日（水）１０時３０分から 

 

場所 県庁 本庁舎地階 元気づくり総本部・総務部会議室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般社団法人 鳥取県電業協会  



県営繕課と電業協会の意見交換会次第 

 

日時 平成３０年１１月７日（水）１０時３０分～ 

場所 県庁 本庁舎 地階 

元気づくり総本部・総務部会議室 

 

 

１ 開 会 

２ 挨 拶 

３ 意見交換会 

 

 

 

出席者 

県 総務部 営繕課  

参事監兼課長  宮脇 儀裕 

参 事        下田  悟           

          課長補佐       松村 謙一郎 

課長補佐       岩村 英明 

         課長補佐       西山 孝志 

         課長補佐    堀  雅貴 

         係 長        垣田 哲也 

         係 長        瀬戸 邦彦 

     県土整備部 県土総務課 

         課長補佐    長谷川 晋一  

 

一般社団法人 鳥取県電業協会 

          会 長      伊藤 憲    ㈱寿電気 

         副会長（東部）  岡本 安量   ㈱ミナミコーポレーション                

         副会長（中部）  長田 昭人   北村電気工業㈱  

         副会長（西部）  金山 福雄   栄和電気工事㈲ 

副支部長（東部） 岡田 寿浩   ㈱吉備総合電設 

         副支部長（中部） 寺地  建   新陽電気㈱                

           事務局       太田垣 順  



営繕課との意見交換会の意見・要望事項 (30.11.7)                                    

                               （一社）鳥取県電業協会 

項   目 内      容 

 

１．営繕工事における時間外

労働削減への対応について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．設計業務発注について 

 

 

 

 

 

 

 

３．法定福利費について 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．経審での建退共加入の扱

い 

 について 

 

 

 
 

 

 

働き方改革関連法の施行に伴い、５年先ではあり

ますが罰則付時間外労働の上限規制が適用される予

定です。 

時間外労働の上限規制を遵守するためには、職場

や工事現場等の環境改善に努めていかなければなり

ませんが、工事発注者側の配慮もお願いしたいと思い

ます。 

営繕工事における時間外労働削減への対応策とし

て、建設現場における週休２日実施が可能な工程計

画、適正な工期設定、工事発注時期の平準化、工事書

類の簡素化等の取り組みが必要だと思いますがいか

がでしょうか。 

 

 

 

数年前、施設改修関係に関して建築設計事務所一

括発注から設備設計事務所との分離発注は出来ない

かという要望を致しましたが、今後の発注に関する方

針等説明をお願いします。 

 

 

 

 

現在労務費外注に対して必ず “法定福利費 ¥〇

〇〇，〇〇〇－を含む等“ と指導を受けているとこ

ろですが、工事発注時法定福利費はどの項目にどんな

方法で含まれているか詳細についておたずねします。 

 

 

 

 

 

県の経営事項審査において、建設業退職金共済制

度に加入しているのにもかかわらず、証紙の購入実績

がないと点数がつかないのは合点がいきません。その

理由をご教示ください。 



 


